
 

議案第５号 

 

茂原市立小学校及び中学校通学区域に関する規則の一部を改正する規則の

制定について 

 

茂原市立小学校及び中学校通学区域に関する規則の一部を改正する規則を次のように

制定する。 

 

 

令和３年３月２４日提出 

 

              茂原市教育長  内 田 達 也 

 

 

茂原市立小学校及び中学校通学区域に関する規則の一部を改正する規則 

 

 茂原市立小学校及び中学校通学区域に関する規則（昭和60年茂原市教育委員会規則第８

号）の一部を次のように改正する。 

 別表中 

「 

豊田小 渋谷 腰当 北塚 長尾 大登 小林（１番地～1460番地 1604番地

～1611番地 1669番地～1716番地 1880番地～2071番地 2099番地～

2115番地  2204番地 2230番地～2245番地 2248番地  2253番地～

2322番地 2329番地２～2332番地 2335番地 2337番地１ 2349番地

～2350番地 2432番地 2488番地 2499番地 2504番地１ 2506番地 

2531番地 2553番地１～2588番地３ 2588番地４～2602番地２ 2602

番地４ 2602番地22～2602番地25 2605番地８～2605番地12 2606番

地６～2606番地９ 2612番地２～2876番地29 2876番地31～3134番地 

3141番地～3245番地 3666番地） 



 

二宮小 押日 庄吉 芦網 国府関 山崎 真名 黒戸 

                                      」を 

「 

豊田小 渋谷 腰当 北塚 長尾 大登 小林（１番地～1460番地 1604番地

～1611番地 1669番地～1716番地 1880番地～2071番地 2099番地～

2115番地  2204番地 2230番地～2245番地 2248番地  2253番地～

2322番地 2329番地２～2332番地 2335番地 2337番地１ 2349番地

～2350番地 2432番地 2488番地 2499番地 2504番地１ 2506番地 

2531番地 2553番地１～2588番地３ 2588番地４～2602番地２ 2602

番地４ 2602番地22～2602番地25 2605番地８～2605番地12 2606番

地６～2606番地９ 2612番地２～2876番地29 2876番地31～3134番地 

3141番地～3245番地 3666番地） 

                                      」に、

「 

緑 ケ 丘

小 

緑ケ丘１丁目～５丁目 

                                      」を

「 

二宮小 押日 庄吉 芦網 国府関 山崎 真名 黒戸 緑ケ丘１丁目～５丁

目 

                                      」に

改める。 

   附 則 

 この規則は、令和３年４月１日から施行する。 

 

 

提案理由  二宮小学校と緑ケ丘小学校の統合に伴い、所要の改正をしようとするも

のです。 


